
令和５年度からスタートした環境省が認定する新しい取り組みです。
民間企業、地方公共団体、個人などの取組みによって
生物多様性の保全が図られている場所を国が認定します。
第１回（令和５年前期）122か所、
第２回（令和５年後期）62か所、
第３回（令和６年前期）69か所
が、全国で認定されています。
兵庫県の県立公園では、尼崎の森中央緑地に続き
あわじ石の寝屋緑地が認定されました。

世界共通の目標 までに自然を回復軌道にのせ、
生物多様性の損失を止め反転させる（ネイチャーポジティブ）を達成
させるため、陸と海をそれぞれ 以上保全すること。
日本の実態として、2021年の調査では陸は20.5%、海は13.3%しか
保全区域として認められておらず、国立公園など国の管理区域のみでは
圧倒的に足りていません。
国土の30%を国が保全することは、日本の場合簡単なことではありません。

あわじ石の寝屋緑地では
今後も継続して、植生調査を
行ったり、イベントを通じて
昆虫やキノコなどの観察を
行いながら、安全に
「なにもない贅沢」が味わえる
場所を守ってまいります。

森の広場

いきものたんぼいきものたんぼで環境体験学習

ロゴの中には

27のモチーフが

描かれています。

いくつ見つけられるかな？


